
議案第３１号 

天理市介護保険条例の一部改正について 

天理市介護保険条例の一部を次のように改正しようとする。 

平成21年３月６日提出 

                       天理市長 南  佳 策 

天理市介護保険条例の一部を改正する条例 

 天理市介護保険条例（平成12年３月天理市条例第９号）の一部を次のように

改正する。 

第２条中「平成18年度から平成20年度まで」を「平成21年度から平成23年度

まで」に改め、同条第１号及び第２号中「24,500円」を「24,960円」に改め、

同条第３号中「36,750円」を「37,440円」に改め、同条第４号中「49,000円」

を「49,920円」に改め、同条第５号中「61,250円」を「62,400円」に改め、同

条第６号中「73,500円」を「74,880円」に改める。 

附 則 

 この条例は、平成21年４月１日から施行する。 


